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本店移転及び定款⼀部変更に関するお知らせ 

 
当社は、本⽇開催の取締役会において、2026 年６⽉ 25 ⽇開催予定の第 27 回定時株主総会に「定款⼀

部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１. 変更の理由 

（１）当社は、業務効率の向上を図るため、本店の所在地を東京都港区から中核⼦会社である株式会社

洋菓⼦のヒロタの千葉⼯場のある千葉県⼭武郡芝⼭町に変更するものであります。 

なお、本変更につきましては、2026 年 12 ⽉ 31 ⽇までに開催される取締役会において決定する

本店移転⽇をもって効⼒を発⽣することとし、その旨の附則を設けるものであります。 

（２）当社の今後の事業拡⼤等に備えた機動的な資本政策を可能にするため、現⾏定款第６条の発⾏可

能株式総数を 105,000,000 株に変更するものであります。 

 

２. 変更内容 

変更内容は、次のとおりであります。 

（下線の部分は変更箇所を⽰しております。） 

現⾏定款 変更案 

（本店の所在地） （本店の所在地） 

第３条 当社は、本店を東京都港区に置

く。 

第３条 当社は、本店を千葉県⼭武郡芝⼭町

に置く。 

（発⾏可能株式総数） （発⾏可能株式総数） 

第６条 当会社の発⾏可能株式総数は、

33,000,000 株とする。 

第６条 当 会 社 の 発 ⾏ 可 能 株 式 総 数 は 、

105,000,000 株とする。 

 （新設）  附則 



  （本店の所在地変更に関する経過措置） 

 

（新設） 

第１条 定款第３条（本店の所在地）の変更

は、2026年12⽉31⽇までに開催さ

れる取締役会において決定する本店

移転⽇をもって効⼒を⽣じるものと

する。 

 

（新設） 

２. 本条の規定は、定款第３条（本店の

所在地）の変更の効⼒発⽣⽇経過

後、これを削除する。 

 

 

３. ⽇程 

定款変更のための株主総会開催⽇ 2026 年６⽉ 25 ⽇（予定） 

定款変更の効⼒発⽣⽇ 

（１）本店の所在地 2026 年 12 ⽉ 31 ⽇までに開催される取締役会において決定する。 

（２）発⾏可能株式総数 2026 年６⽉ 25 ⽇（予定） 

以 上 


